
 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

○ 
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
〜
十
八 

（
略
） 

十
九 

「
Ａ
Ｃ
信
号
」
と
は
、
放
送
に
関
す
る
付
加
情
報
信
号
を
い
う
。 

 

二
十
〜
三
十
三 

（
略
） 

  

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
〜
十
八 

（
略
） 

十
九 

「
Ａ
Ｃ
信
号
」
と
は
、
変
調
波
の
伝
送
制
御
に
関
す
る
付
加
情
報
信
号
を
い
う

。 

 

二
十
〜
三
十
三 

（
略
） 

 

第
二
章 

放
送
局
の
行
う
超
短
波
放
送
（
衛
星
補
助
放
送
を
除
く
。
）
の
う
ち
デ

ジ
タ
ル
放
送 

 

（
Ａ
Ｃ
信
号
） 

第
十
五
条
の
二 

変
調
波
の
伝
送
制
御
に
関
す
る
付
加
情
報
以
外
の
情
報
は
、
Ａ
Ｃ
信
号

に
よ
り
伝
送
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

第
二
章 

放
送
局
の
行
う
超
短
波
放
送
（
衛
星
補
助
放
送
を
除
く
。
）
の
う
ち
デ

ジ
タ
ル
放
送 

 

第
三
章 

放
送
局
の
行
う
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
及

び
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

（
Ａ
Ｃ
信
号
） 

第
二
十
条
の
二 

放
送
に
関
す
る
付
加
情
報
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

情
報
は
、
Ａ
Ｃ
信
号
に
よ
り
伝
送
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

変
調
波
の
伝
送
制
御
に
関
す
る
付
加
情
報 

 

二 

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
行
わ
れ
る
地
震
動
警
報
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
地
震
動
警
報
情
報
」
と
い

う
。
） 

２ 

セ
グ
メ
ン
ト
番
号
０
に
配
置
さ
れ
る
Ａ
Ｃ
シ
ン
ボ
ル
を
生
成
す
る
Ａ
Ｃ
信
号
の
構

成
は
、
別
表
第
十
七
号
の
二
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

セ
グ
メ
ン
ト
番
号
０
以
外
の
セ
グ
メ
ン
ト
に
は
、
地
震
動
警
報
情
報
を
伝
送
す
る
た

め
の
Ａ
Ｃ
信
号
か
ら
生
成
さ
れ
る
Ａ
Ｃ
シ
ン
ボ
ル
は
配
置
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
三
章 

放
送
局
の
行
う
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
及

び
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

  

 別添１ 
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（
準
用
規
定
） 

第
二
十
二
条 

第
十
一
条
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三

条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
は
、
放
送
局
の
行
う
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
及
び
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

 

 

（
準
用
規
定
） 

第
二
十
二
条 

第
十
一
条
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第

十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
放
送
局
の
行
う
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の

う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
及
び
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

別
表
第
十
七
号
の
二
 
セ
グ
メ
ン
ト
番
号
０
に
配
置
さ
れ
る
Ａ
Ｃ
シ
ン
ボ
ル
を
生
成
す

る
Ａ
Ｃ
信
号
の
構
成
（
第
2
0
条
の
２
第
２
項
関
係
）
 

セ
グ
メ
ン
ト
番
号
０
に
配
置
さ
れ
る
Ａ
Ｃ
シ
ン
ボ
ル
を
生
成
す
る
Ａ
Ｃ
信
号
の
20
4
ビ

ッ
ト
の
符
号
割
当
て
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

B
0  

Ａ
Ｃ
シ
ン
ボ
ル
の
た
め
の
復
調
基
準
信
号
 

B
1 ～
B
3  

構
成
識
別
 

B
4 ～
B
2
0
3  

変
調
波
の
伝
送
制
御
に
関
す
る
付
加
情
報
又
は
地

震
動
警
報
情
報
 

注
１
 
Ａ
Ｃ
シ
ン
ボ
ル
の
た
め
の
復
調
基
準
信
号
は
、
別
表
第
十
四
号
に
示
す
W
i
と
同

一
の
値
を
と
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
２
 
構
成
識
別
は
、
変
調
波
の
伝
送
制
御
に
関
す
る
付
加
情
報
を
伝
送
す
る
場
合
は

0
0
0
、
0
1
0
、
0
1
1
、
1
0
0
、
1
0
1
又
は
1
1
1
と
し
、
地
震
動
警
報
情
報
を
伝
送
す
る
場

合
は
0
0
1
又
は
1
1
0
と
す
る
。
 

 
 
３
 
地
震
動
警
報
情
報
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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